
広報しもだ 2024.10 月号 - 12 -- 13 - 広報しもだ 2024.10 月号

ぜひご利用ください

下田市メール配信サービス

Ｐ
Ｃ
・
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
Ｑ
Ｒ

フ
ィ
ー
チ
ャ
ー

フ
ォ
ン
Ｑ
Ｒ

住民票、戸籍などの交付手数料

コンビニ交付で100円お得！

下
田
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

日
時

11
月
７
日
（
木
）
13
時
～
16
時

場
所　

市
役
所
河
内
庁
舎

対
象

原
則
、
賀
茂
郡
の
住
民
で
、
が
ん

に
関
す
る
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

内
容

医
師
等
に
よ
る
が
ん
に
関
す
る
疑

問
や
不
安
、
悩
み
の
相
談

申
込
方
法
（
先
着
４
組
）

左
記
予
約
専
用
ダ
イ
ア
ル
へ
の
電
話　

 

☎
０
５
５-

９
８
９-

５
３
９
２

受
付
期
間

10
月
15
日(

火)

～
29
日(

火)

ま
で

問
合
せ
先

静
岡
が
ん
セ
ン
タ
ー
よ
ろ
ず
相
談

 

☎
０
５
５-

９
８
９-

５
７
１
０

　

ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め
、
労

働
相
談
を
お
受
け
す
る
と
と
も
に
、

弁
護
士
相
談
や
県
労
働
委
員
会
の

あ
っ
せ
ん
制
度
を
紹
介
し
ま
す
。

場
所

東
部
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー

月
～
金　

９
時
～
12
時
、
13
時
～
16
時

相
談
料　

無
料
（
秘
密
厳
守
）

問
合
せ
先

静
岡
県
東
部
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー

中
小
企
業
労
働
相
談
所

☎
０
５
５-

９
５
１-

９
１
４
４

日
時

10
月
18
日(

金)

10
時
～
15
時

場
所

道
の
駅
開
国
下
田
み
な
と
４
階
会
議
室
１

内
容

行
政
関
係
に
提
出
す
る
書
類
、
遺
産

分
割
協
議
、
農
地
転
用
、
車
両
関
係

登
録
、
外
国
人
に
関
す
る
手
続
き
等

問
合
せ
先

行
政
書
士　

野
口　

弘
宣

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉗
１
４
４
６

内
容

①
遺
言
・
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管

制
度
に
関
す
る
講
演

②
相
続
・
遺
言
に
関
す
る
相
談

日
程　

11
月
15
日
（
金
）

講
演
会　

13
時
～
15
時（
定
員
20
名
）

相
談
会

15
時
15
分
～
17
時
15
分
（
定
員
８
組
）

場
所　

静
岡
地
方
法
務
局
下
田
支
局
３
階

参
加
費　

無
料
（
事
前
予
約
制
）

申
込
期
間

10
月
15
日（
火
）～
11
月
８
日
（
金
）

申
込
・
問
合
せ
先

静
岡
地
方
法
務
局
下
田
支
局

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
０
５
３
４

　

10
月
第
４
金
曜
日
夜
間
と
土
曜

日
午
前
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

窓
口
延
長
日
及
び
時
間

10
月
25
日(

金)

17
時
15
分
～
19
時
30
分

10
月
26
日(

土)

９
時
～
12
時

持
ち
物

・
郵
送
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
通
知
書
（
交
付
の
方
の
み
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
等
、

顔
写
真
付
き
の
も
の
は
１
点
、

保
険
証
等
は
２
点)

窓
口
の
場
所

市
役
所
（
東
本
郷
庁
舎
１
階
）

市
民
保
健
課
市
民
係
（
窓
口
②
）

予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
１
５
５
１

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
市
民
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
②
）
☎
㉒
２
２
１
５

　 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

   
   　　

  　
　
　
　

　
　
　
　

    

窓
口
延
長

窓
口
延
長

令
和
６
年

令
和
６
年
1010
月
分
か
ら

月
分
か
ら

　

児
童
手
当
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　

児
童
手
当
制
度
が
変
わ
り
ま
す

よ
っ
て
12
月
に
支
給
で
き
な
い
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

最
終
期
限
で
あ
る
令
和
７
年
３

月
31
日
ま
で
の
申
請
分
は
、
審
査

後
、
原
則
２
か
月
後
の
最
初
の
偶

数
月
の
支
給
日
に
、
令
和
６
年
10

月
分
か
ら
の
手
当
を
ま
と
め
て
支

給
予
定
で
す
。
最
終
期
限
を
過
ぎ

た
場
合
は
遡
及
し
て
の
支
給
は
で

き
ま
せ
ん
。

申
請
が
不
要
な
方

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て

お
り
、
中
学
生
以
下
の
子
を
養
育

し
て
い
る
方

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
⑥
）
☎
㉒
２
２
１
６

日
時
（
受
付
時
間
）

10
月
10
日
（
木
）

①
10
時
30
分
～
12
時

②
13
時
30
分
～
16
時

場
所

①
下
田
警
察
署

②
静
岡
県
下
田
総
合
庁
舎

そ
の
他

　

都
合
に
よ
り
、
日
時
等
が
変
更

に
な
る
場
合
に
は
、
市
民
メ
ー
ル

に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
⑥
）
☎
㉒
２
２
１
６

主
な
改
正
内
容

・
所
得
制
限
の
撤
廃

・
支
給
対
象
期
間
を
高
校
生
年
代

ま
で
延
長

・
多
子
加
算(

第
３
子
以
降)

の

増
額
お
よ
び
算
定
対
象
の
拡
充

・
支
給
月
が
年
６
回(

偶
数
月)

に
変
更

申
請
が
必
要
な
方

・
所
得
上
限
額
以
上
の
た
め
、

現
在
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

な
い
方
や
、
こ
れ
ま
で
申
請
を

さ
れ
た
事
が
な
い
方

・
中
学
生
以
下
の
子
を
養
育
し
て

お
ら
ず
、
高
校
生
年
代
の
子
を

養
育
し
て
い
る
方

・
大
学
生
年
代
の
子
を
含
め
て
３

人
以
上
の
子
を
養
育
し
て
い

る
方

※
申
請
者
（
父
母
等
の
う
ち
所
得

が
高
い
方)

が
市
外
に
住
民
登

録
し
て
い
る
場
合
、
住
民
登
録

地
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
独
立
行
政
法

人
に
お
勤
め
な
ど
、
公
務
員
で

あ
っ
て
も
勤
務
先
か
ら
児
童
手

当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
は
、

市
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
つ
い
て

　

10
月
31
日
ま
で
の
申
請
は
、
審

査
後
、
12
月
に
支
給
予
定
で
す
。

　

書
類
不
備
や
申
請
時
期
等
に

　

市
及
び
観
光
協
会
で
は
、「
下

田
の
観
光
」
に
つ
い
て
知
っ
て
も

ら
う
た
め
、「
下
田
お
も
て
な
し

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

市
内
観
光
施
設
を
実
際
に
見
学

し
、
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な

か
っ
た
下
田
の
魅
力
を
再
認
識
し

て
、
訪
れ
た
方
に
紹
介
で
き
る
よ

う
な
研
修
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
時　

10
月
25
日
（
金
）
８
時
30
分
集
合

（
17
時
15
分
頃
ま
で
を
予
定
）

場
所

道
の
駅
開
国
下
田
み
な
と
４
階
会
議
室
２

内
容

　

講
話
及
び
市
内
観
光
施
設
等
見

学
と
な
り
ま
す
。　

（
見
学
場
所
は
変
更
に
な
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
）

参
加
費　

無
料

※
昼
食
は
各
自
負
担
。
ガ
イ
ド
マ
ッ

プ
加
盟
店
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

募
集
人
数　

15
人（
事
前
予
約
制
）

※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
期
限　

10
月
16
日
（
水
）

申
込
・
問
合
せ
先　

観
光
交
流
課
観
光
企
画
係

（
河
内
庁
舎
２
階
）
☎
㉒
３
９
１
３

下
田
お
も
て
な
し
プ
ロ
グ
ラ
ム

下
田
お
も
て
な
し
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
者
募
集

　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
者
募
集

職
場
で
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

職
場
で
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

遺
言
・
相
続
講
演
会
＆
相
談
会

遺
言
・
相
続
講
演
会
＆
相
談
会

～
遺
言
・
相
続
に
つ
い
て

～
遺
言
・
相
続
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

学
び
ま
せ
ん
か
～

　
　
　
　
　
　

学
び
ま
せ
ん
か
～

　

10
月
中
旬
か
ら
12
月
中
旬
に
か

け
て
東
本
郷
、
西
本
郷
、
中
、
高

馬
地
区
に
て
水
道
管
の
漏
水
調
査

を
行
い
ま
す
。

　

市
よ
り
委
託
を
受
け
た
調
査
会

社
が
、
戸
別
に
訪
問
し
、
漏
水
調

査
を
行
い
ま
す
。
又
、
夜
間
、
道

路
に
埋
設
さ
れ
た
水
道
管
の
路
面

音
聴
調
査
等
を
行
い
ま
す
。

　

調
査
員
は
市
の
腕
章
と
身
分
証

明
書
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
。

問
合
せ
先

上
下
水
道
課
工
務
係

（
落
合
浄
水
場
）
☎
㉒
１
２
０
０

対
象　

15
歳
～
49
歳
で
無
職
の
人

日
時

11
月
11
日
（
月
）
、
１
月
20
日
（
月
）

10
時
30
分
～
16
時

場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
下
田

参
加
費　

無
料

内
容　

　

就
職
活
動
に
つ
い
て
の
相
談
や

セ
ミ
ナ
ー
、
適
職
診
断
等
を
行
い
、

個
別
に
就
職
を
応
援
し
ま
す
。
申

込
は
不
要
で
す
。
直
接
会
場
へ
。

問
合
せ
先

し
ず
お
か
東
部

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

 

☎
０
５
５-

９
４
３-

６
６
４
１

サ
ポ
ス
テ
個
別
就
労
相
談

サ
ポ
ス
テ
個
別
就
労
相
談

水
道
管
漏
水
調
査
の
お
知
ら
せ

水
道
管
漏
水
調
査
の
お
知
ら
せ

（広告）

下田ひまわり基金法律事務所下田ひまわり基金法律事務所

弁護士　三森　祐二郎弁護士　三森　祐二郎
下田市東本郷２丁目９番 15 号

伊豆新聞社ビル３階

ＴＥＬ：0558-25-2131

まずは、お電話でご相談の予約をお願いします。

法律問題の解決に困ったら、

独りで悩まずに弁護士へご相談ください。

出
張
が
ん
よ
ろ
ず
相
談

出
張
が
ん
よ
ろ
ず
相
談

改正前 改正後

所得制限

制限 1：特例給付
※受給者の年収が一定の年収以上の場合
制限 2：支給なし
※受給者の年収が制限１以上の年収の場合

所得制限なし（一律支給）

支給対象児童 15 歳に達した最初の年度末まで 18 歳に達した最初の年度末まで

手当月額

【3 歳未満】一律 15,000 円
【3 歳～小学生】第 1・2 子：10,000 円
第 3 子以降：15,000 円

【中学生】一律 10,000 円
【特例給付】一律 5,000 円

【3 歳未満】第 1・2 子：15,000 円
第 3 子以降：30,000 円

【3 歳～高校生】第 1・2 子：10,000 円
第 3 子以降：30,000 円

多子加算のカウント方法 18 歳に達した最初の年度末までの子を含める
22 歳に達した最初の年度末までの子を含める

（親等に経済的負担等がある場合に限る）

支払回数 年 3 回　6 月、10 月、2 月
各前月までの 4 ヵ月分を支給

年 6 回　偶数月
各前月までの 2 ヵ月分を支給

無
料
相
談
会
実
施
の
お
知
ら
せ

無
料
相
談
会
実
施
の
お
知
ら
せ

　

今
年
度
の
県
内
に
お
け
る
狩
猟

期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

イ
ノ
シ
シ
及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ

11
月
１
日
（
金
）
～
３
月
15
日
（
土
）

そ
の
他
の
狩
猟
鳥
獣

11
月
15
日
（
金
）
～
２
月
15
日
（
土
）

　

こ
の
期
間
中
、「
わ
な
」
「
猟
銃
」

「
網
」
を
使
用
し
た
狩
猟
が
行
わ

れ
ま
す
。
山
林
に
入
ら
れ
る
方
は
、

次
の
こ
と
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

・
狩
猟
者
が
視
認
し
や
す
い
よ
う
、

目
立
つ
色
の
服
装
を
心
が
け
て

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
白
色
は

シ
カ
の
お
尻
と
同
色
の
た
め
、

狩
猟
者
に
誤
認
さ
れ
危
険
で
す
。

・
ラ
ジ
オ
や
鈴
な
ど
音
が
鳴
る
も

の
を
携
帯
し
た
り
、
声
を
出
し

て
歩
く
な
ど
、
周
囲
に
知
ら
せ

る
よ
う
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

・
獣
道
に
は
「
わ
な
」
が
設
置
さ

れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
山
道
か
ら
奥
に
は
入
ら
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
わ
な
」
の
設
置
場
所
付
近
に
は
、

設
置
者
の
氏
名
等
が
記
載
さ
れ

た
標
識
が
あ
り
ま
す
。
近
づ
か

な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

県
自
然
保
護
課

 

☎
０
５
４-

２
２
１-

２
７
１
９

山
林
で
作
業
や

山
林
で
作
業
や

　
　

ハ
イ
キ
ン
グ
を
さ
れ
る
方
へ

　
　

ハ
イ
キ
ン
グ
を
さ
れ
る
方
へ

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

様
々
な
悩
み
の
解
決
や
、
行
政
に

対
す
る
苦
情
解
決
の
促
進
の
一
助

と
し
て
、
市
民
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
予
約
制
で
す
。

日
時　

毎
月
第
２
、
第
４
水
曜
日

10
時
～
15
時

（
相
談
１
件
に
つ
き
１
時
間
以
内
）

問
合
せ
先　

市
民
保
健
課
市
民
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
②
）
☎
㉒
２
２
１
５

献
血
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

献
血
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

10 月の納税
納期は10月 31日（木）

市・県民税　３期

国民健康保険税　 ６期

後期高齢者医療保険料　３期

介護保険料    　 ４期

 ※納期内に納めましょう

※納税は便利な口座振替で

９
月
・

９
月
・
1010
月
は
月
は

　
　
　
「
行
政
相
談
月
間
」
で
す

　
　
　
「
行
政
相
談
月
間
」
で
す


